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三重県最低賃金について40円引上げ、時間額973円を答申 

－三重地方最低賃金審議会答申－ 

 

三重地方最低賃金審議会長（安井
や す い

 広
ひろ

伸
のぶ

）は、本年７月６日に三重労働局長から、

三重県最低賃金の改正決定について調査審議を求める諮問を受け、関係業界の労使代

表者からの意見聴取、賃金実態調査、各種経済指標の分析等を行うとともに、中央最

低賃金審議会から示された目安答申を参考とし、最低賃金法に定める①労働者の生計

費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案し、慎重に審議

を重ねた結果、本日、三重労働局長（金尾
か な お

 文敬
ふみたか

）に対し、現行の三重県最低賃金を

40円引き上げ、時間額 973 円（現行 933 円）に改正し、本年10月１日から施行する

よう答申した。 

なお、昨年度の引上げ額は、31円であった。 

 

 

（答申の要旨） 

１ 三重県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

時間額 973 円（現行 933 円、引上げ額 40 円、引上げ率 4.3 ％） 

効力発生予定日 令和５年10月１日 

２ 生活保護との比較については、中央最低賃金審議会の考え方に基づいて、最新

のデータにより算定したところ、三重県最低賃金は生活保護を下回っていない。 

 

 

（参 考） 

◎ 最低賃金決定の三要素  地域別最低賃金は、最低賃金法第９条によって①労働

者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力の三要素を総合的に勘案

して定めることとされている。 
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